
令和3年12月末時点

2年度
実績

3年度
4～12月

実績

３年度
1月以降
の予定

2年度
実績

3年度
4～12月

実績

３年度
1月以降
の予定

2年度
実績

3年度
4～12月

実績

３年度
1月以降
の予定

北 区 （設置していない） ― ― ― × × （設置していない） ― ― ― × × （設置していない） ― ― ― × ×

都 島 区 　都島区行政連絡調整会議 4 2 1 ○ ○ 　都島区行政連絡調整会議小会議 4 1 1 ○ ○ 　都島区行政連絡調整会議現業職場事業所等連絡会議 4 1 1 ○ ○
行政連絡調整会議小会議及び現業職場事業所等連絡会議については、書面開催１回、対面開催１回実施
予定

福 島 区 　福島区行政連絡調整会議 ― ― ― × × 　福島区事業所連絡会議 ― ― ― × × 　福島区現業職場事業所等連絡会議 ― ― ― × ×

此 花 区 　此花区行政連絡調整会議 12 9 3 ○ ○ 　此花区行政連絡調整会議小会議 12 9 3 ○ ○ （設置していない） ― ― ― × × 現業職場事業所等連絡会議については令和2年3月31日付けで廃止

中 央 区 　中央区行政連絡調整会議 4 3 2 4･5･7･9･11･1･3月 第2 木曜日 ○ ○ 　中央区行政連絡調整会議小会議 0 0 0 ○ × 　中央区行政連絡調整会議現業職場事業所等連絡会議 0 0 0 ○ ×

西 区 　西区行政連絡調整会議 0 0 0 ○ ○ （設置していない） ― ― ― × × （設置していない） ― ― ― × × 現業職場事業所等連絡会議については平成28年3月31日付けで廃止

港 区 　港区行政連絡調整会議 4 4 2 奇数月 第3 木曜日 ○ ○ 　港区行政連絡調整会議小会議 1 0 0 ○ ○ （設置していない） ― ― ― × ×

大 正 区 　大正区行政連絡調整会議 9 3 1 ○ ○ 　大正区行政連絡調整会議小会議 1 1 0 ○ ○ （設置していない） ― ― ― × ×

天王寺区 　天王寺区行政連絡調整会議 2 0 1 ○ ○ 　天王寺区行政連絡調整実務者会議 0 0 0 ○ × 　天王寺区現業職場事業所等連絡会議 0 0 0 ○ ×

浪 速 区 　浪速区行政連絡調整会議 1 0 0 ○ ○ 　浪速区行政連絡調整会議小会議 0 0 0 ○ ○ 　浪速区環境対策委員会 0 0 0 ○ ○

西淀川区 　西淀川区行政連絡調整会議 3 1 1 ○ ○ （設置していない） ― ― ― × × 　西淀川区現業職場事業所等連絡会議 2 1 1 ○ ○

淀 川 区 　淀川区行政連絡調整会議 6 4 2 奇数月 第2 火曜日 ○ ○ 　淀川区行政連絡調整実務者会議 6 5 1 ○ ○ 　淀川区現業職場事業所等連絡会議 0 0 0 ○ ×
【令和3年度】
・区行政連絡調整会議は対面開催1回、残りは書面開催
・小会議は対面開催1回、残りは書面開催

東淀川区 　東淀川区行政連絡調整会議
12
(6)

2
(7)

2
(1)

毎月 第4 木曜日 ○ ○ 　東淀川区行政連絡調整会議小会議 5 1 0 ○ ○ 　東淀川区行政連絡調整会議現業職場事業所等連絡会議 5 1 0 ○ ×
平成29年度より行政連絡調整会議は対面開催と書面開催により実施。
※（　）…うち書面開催回数
令和3年1月はオンラインにて開催予定

東 成 区 　東成区行政連絡調整会議 4 4 1
偶数月

（8月除く）
第2 火曜日 ○ ○

　東成区行政連絡調整会議小会
議

1 1 0 ○ ○
　東成区行政連絡調整会議
現業職場事業所等連絡会議

1 1 0 ○ ○

行政連絡調整会議は、オンラインを併用して実施している。
小会議は、令和３年度より４月第４火曜日開催、以降は議題があれば随時開催
現業職場事業所等連絡会議は、令和３年度より５月第３火曜日開催、以降は議題があれば随時開催
小会議、現業職場事業所等連絡会議については、行連の要綱内で設置の旨を取り決めている他、それぞれ要領を制定している。

生 野 区 　生野区行政連絡調整会議 6 3 2 隔月 第1 月曜日 ○ ○ 　生野区行政連絡調整会議小会議 5 4 2 隔月 第２ 金曜日 ○ ○ 　生野区行政連絡調整会議現業職場事業所等連絡会議 9 4 1 毎月 第3 火曜日 ○ ○
９月の行政連絡調整会議はリモート会議により開催。その他、各会議については新型コロナウイルス感染防止の観点から一時期、
開催を中止した。

旭 区 　旭区行政連絡調整会議 10 8 2 毎月 （8・1月除く） 第3 木曜日 ○ ○ 　旭区内官公署実務担当者会議 0 0 0 × × （設置していない） ― ― ― × ×

新型コロナウイルス感染症対策として、隣席との間にアクリル板を設置し、換気も十分行い、マスクや入室前のアル
コールでの手指消毒を参加される方にしていただいています。また、５月６月９月についてはWEB会議とリアル会議の
併用でおこないました。

城 東 区 　城東区行政連絡調整会議 0 0 0 ○ ○ 　広聴事案城東区事業所連絡調整会議 0 0 0 ○ ○ （設置していない） ― ― ― × ×

・行政連絡調整会議及び広聴事案城東区事業所連絡調整会議については、新型コロナウイルス感染防止の観点から
開催方法等の見直しを行い、必要に応じて適宜開催することとしている。（現在、会議開催は行っておらず名簿等の更
新のみ5月に行っている）
・現業職場事業所等連絡会議については平成30年3月31日付けで廃止

鶴 見 区 　鶴見区行政連絡調整会議 4 2 1 4・7・10・1月 第3 火曜日 ○ ○ 　鶴見区行政連絡調整会議小会議 1 1 0 ○ ○ 　鶴見区行政連絡調整会議現業職場事業所等連絡会議 5 3 2 奇数月 第4 火曜日 ○ ○
令和２年度４月の行政連絡調整会議、及び５月の現業職場事業所等連絡会議は新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため中止。10月の行政連絡調整会議はリモート会議により開催。

阿倍野区 　阿倍野区行政連絡調整会議 3 3 1
4半期に1回

(4・7・10・1月)
最終 火曜日 ○ ○ 　阿倍野区行政連絡調整会議小会議 3 3 1

行連開催月
の翌月

(5・8・11・2月)
第4 金曜日 ○ ○ （設置していない） ― ― ― × ×

住之江区 　住之江区行政連絡調整会議 1 0 0 ○ ○ 　住之江区行政連絡調整会議小会議 0 0 0 ○ × 　住之江区現業職場事業所等連絡会議 0 0 0 ○ ×

住 吉 区 　住吉区行政ネットワーク会議 2 1 1 ○ ○ （設置していない） ― ― ― × × （設置していない） ― ― ― × ×

東住吉区 　東住吉区行政連絡調整会議 0 0 1 ○ ○ 　東住吉区行政連絡調整会議小会議 0 0 0 ○ ○ （設置していない） ― ― ― × ×
【令和２年度】新型コロナウイルス感染症の拡大状況を踏まえ開催を見送り。　（11月に書面での情報提供実
施）
【令和３年度】同上の理由により、小会議は開催見送り。行政連絡調整会議は１月末に開催予定。

平 野 区 　平野区行政連絡調整会議 0 0 1 ○ ○ 　平野区行政実務者連絡会議 0 1 0 ○ ○ （設置していない） ― ― ― × × 令和３年12月の行政実務者連絡会議については、会議室とオンライン併用型で開催

西 成 区 　西成区行政連絡調整会議
10
(4)

8
(4)

2 毎月（8・1月除く） 第1 木曜日 ○ ○ 　西成区行政連絡調整会議小会議
4

(3)
3

(3)
1 ○ ○ 　西成区行政連絡調整会議現業職場事業所等連絡会議 3 1 1 ○ ○

令和３年度現業職場事業所等連絡会議の５・９月についてはコロナ拡大防止により中止
※（　）…うち書面開催回数

5月
(必要に応じて召集)

不定期（必要に応じて召集）

不定期 不定期 ―

―

4・9・2月 6・12月 ―

5・9・11・3月
第2木曜日

不定期（必要に応じて召集）

偶数月第４火曜日

年2回 ― ―

―

不定期（必要に応じて召集）

不定期 不定期（必要に応じて召集） 不定期（必要に応じて召集）

不定期(必要に応じて召集）

年2回
（平成30年10月より変更）

年2回
（平成30年10月より変

更）

不定期（必要に応じて召集） ―

不定期（必要に応じて召
集）

（令和３年４月より変更）

不定期（必要に応じて召
集）

（令和３年４月より変
更）

―

―

6・2月
(ほか必要に応じて召集)

不定期 (必要に応じて召集） 不定期 (必要に応じて召集）

―

― ― ―

名簿の
有無

会議の名称

開催回数

定例開催日
要綱の
有無

名簿の
有無

会議の名称

開催回数

定例開催日

区行政連絡調整会議等の開催状況等（令和３年度）

区行政連絡調整会議 小会議 現業職場事業所等連絡会議

備考
会議の名称

開催回数

定例開催日
要綱の
有無

要綱の
有無

名簿の
有無

4・7・12・3月 不定期 （必要に応じて召集） 不定期 （必要に応じて召集）

不定期（必要に応じて召集）

隔月第2火曜日
（現在は新型コロナウィルス感
染拡大防止の観点から書面開

催としている）

年１回（その他必要に応じて開催）

（休止中） （休止中） （休止中）

毎月上旬に書面開催 毎月上旬に書面開催 ―

不定期（必要に応じて召集） 不定期（必要に応じて召集）

不定期 ―

不定期 (必要に応じて召集）
不定期

(必要に応じて召集）
不定期

(必要に応じて召集）

4半期に1回 ―
4・7・10・1月
第3木曜日


